
外国人学校における保健衛生環境整備事業

概 要：外国人学校の保健衛生環境の改善のため、地方自治体が主体となり認可

外施設も含む外国人学校の保健衛生環境の実態を把握し、外国人学校の実

情に即した支援を行うために講じるべき対策について調査研究を行う。

事業内容（例）：

• 地域内の外国人学校における保健衛生環境の実態の把握

• 地域内の外国人学校の実情に即した、保健衛生環境の向上に資する取組についての調査研究

（例）外国人学校の教職員向けの研修会の開催

外国人学校の生徒を対象とした健康診断の実施

地域の外国人コミュニティを通じた情報発信 これら取組の成果検証・課題整理 等

実施主体：都道府県、市区町村 採択件数：4自治体（20百万円/件）

概 要：外国人学校の中には、広域から子供を受入れている等の理由により、

地方自治体を超えた広域的な支援を必要とする外国人学校も存在する。

こうした学校における保健衛生対策を促進するため、保健衛生に係る

相談機能と情報発信機能を併せ持つ全国的な窓口を設置する。

事業内容（例）：

• 外国人学校における保健衛生環境の確保に係る相談窓口の設置

• 外国人学校向けメールマガジンの発行・ホームページやSNS等を通じた情報発信

• 上記の運営に必要な多言語対応職員の配置、資料の多言語翻訳の実施

• 認可外施設を含む外国人学校の全国的・体系的な把握 等

実施主体：上記取組について効果的に実施できる民間団体等を公募で選定
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在留外国人数(6～17歳）

※出入国在留管理庁「在留外国人統計」より文部科学省作成
（当該年の6月末時点）

（万人）

令和４年度概算要求額 116百万円 (新規)

• 我が国に在留する外国人の子供の数は増加しており、外国人の子供に対する教育環境の整備の重要性は高まっている。

外国人の子供の中にはいわゆる外国人学校に通っている者もおり、外国人学校の多くは各種学校又は認可外施設である。

• こうした外国人学校の保健衛生環境については、一条校と異なり、保健衛生に係る学校向けの基準は適用されていない。

新型コロナウイルス感染症に関しても、現に外国人学校でも感染者やクラスターが発生している。在留外国人コミュニ

ティにおける新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な問題となり、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会や政

策文書においてもその対策の重要性が指摘されている。

• 上記を踏まえ、令和3年6月から外国人学校における保健衛生環境に係る有識者会議を開催し、8月の中間とりまとめに

おいて(1)外国人学校の把握に関する課題 (2)対策を講じる際に生ずる課題（適切な情報の入手等）(3)支援体制に関す

る課題（地方自治体や支援団体との連携等）の３つの課題を抽出した。これらの課題を解決するため、以下の2つの事

業を通じ、保健衛生環境の整備を図る。

背 景

◆情報発信等を通じた外国人学校の実態把握を促進
◆相談対応を通じて保健衛生環境の改善のためのノウハウを蓄積
◆自治体と外国人学校の連携を通じて保健衛生対策のモデルケースを複数創出
◆モデルケースの全国展開により外国人学校の保健衛生環境を整備

⇒外国人学校の保健衛生環境を向上し、外国人の子供の健康を確保

成長戦略フォローアップ（令和3年6月18日閣議決定） ４．（４）ii）高度外国人材の受入促進

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和３年6月15日関係閣僚会議決定）《施策番号128》

関連政策文書
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期待される成果
＜全国規模での支援＞

＜自治体単位の
きめ細やかな支援＞

①外国人学校プラットフォーム事業 30百万円 ②地域における外国人学校の保健衛生の確保に係る調査研究事業 80百万円

事業概要

資料１
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専ら外国人の子供の教育を目的としている施設（いわゆる「外国人
学校」）の保健衛生環境に係る有識者会議（第５回）資料 
 

                      全国養護教諭連絡協議会顧問 浅野明美 
 

養護教諭の職務について 

１ 中央教育審議会答申（平成 20 年 1 月）から 

⑴ 学校保健活動の推進に当たって中核的な役割を果たしており、現代的な健康課題の解 
決に向けて重要な責務を担っている。 

⑵ 養護教諭の職務は、学校教育法で「児童生徒の養護をつかさどる」と定められており、 
昭和 47 年保健体育審議会答申及び平成 9 年保健体育審議会答申において主要な役割が 
示されている。それらを踏まえて、現在、救急処置、健康診断、疾病予防などの保健管 
理、保健教育、健康相談、保健室経営、保健組織活動などを行っている。 

 

２ 学校保健に求められている養護教諭の役割 
  （中央教育審議会答申及び学校保健安全法から） 

⑴ 学校内及び地域の医療機関等との連携を推進する上でコーディネーターの役割 
⑵ 養護教諭を中心として関係教職員と連携した組織的な健康相談、健康観察、保健指導

の充実 
⑶ 学校保健センター的役割を果たしている保健室経営の充実（保健室経営計画の作成） 
⑷ いじめや児童虐待など児童生徒等の心身の健康課題の早期発見、早期対応 
⑸ 学級（ホームルーム）活動における保健の指導をはじめ、T・T や兼職発令による保

健教育への積極的な授業参画と実施 
⑹ 健康・安全にかかわる危機管理への対応 

救急処置、心のケア、アレルギー疾患、感染症等 
⑺ 専門スタッフ等との連携協働 

 

３ 養護教諭の専門領域における主な職務内容 

⑴ 学校保健計画及び学校安全計画 
ア 学校保健計画の策定への参画と実施 
イ 学校安全計画の策定への参画と実施 

⑵ 保健管理 
ア 心身の健康管理 

資料２－１ 
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 〇 救急処置 
   ◇救急体制の整備と周知 
   ◇救急処置及び緊急時の対応 

〇 健康診断 
  ◇計画、実施、事後措置、評価 

 〇 個人及び集団の健康課題の把握 
   ◇健康観察（欠席、早退、遅刻の把握を含む） 
   ◇保健情報の収集及び分析 
   ◇保健室利用状況の分析・評価 
 〇 疾病の管理と予防 
   ◇感染症・食中毒の予防と発生時の対応 
   ◇疾病及び障害のある児童生徒等の管理 
   ◇経過観察を必要とする児童生徒等の管理 
 〇 その他 
イ 学校環境衛生の管理 
 〇 学校環境衛生 
   ◇学校環境衛生の日常的な点検への参画と実施 
   ◇学校環境衛生検査（定期検査・臨時検査）への参画 
 〇 校舎内・校舎外の安全点検 
   ◇施設設備の安全点検への参画と実施 
 〇 その他 

⑶ 保健教育 
ア 体育科・保健体育科の保健に関する学習 
イ 関連する教科における保健に関する学習 
ウ 特別活動（学級活動・ホームルーム活動、児童生徒会活動、学校行事）における 

保健に関する学習 
エ 総合的な学習（探求）の時間における保健に関する学習 
オ 日常生活における指導及び児童生徒等の実態に応じた個別指導 
カ 啓発活動 
  ◇児童生徒等、教職員、保護者、地域住民及び関係機関等への啓発活動 
キ その他 

⑷ 健康相談 
ア 心身の健康課題への対応 
  ◇健康相談の実施 
  ◇心身の健康課題の早期発見、早期対応 
  ◇支援計画の作成・実施・評価・改善 
  ◇いじめ、虐待、事件事故・災害等における心のケア 
イ 児童生徒等の支援に当たっての関係者との連携 
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  ◇教職員、保護者及び校内組織との連携 
  ◇学校医、学校歯科医、学校薬剤師等の専門家との連携 
  ◇地域の医療機関等との連携 
ウ その他 

⑸ 保健指導 
ア 対象者の把握 
  ◇健康診断の結果、保健指導を必要とする者 
  ◇保健室での児童生徒等の対応を通して、保健指導の必要がある者 
  ◇日常の健康観察の結果、保健指導を必要とする者 
  ◇心身の健康に問題を抱えている者 
  ◇健康生活の実践に関して問題を抱えている者 
  ◇その他 
イ 心身の健康課題の把握と保健指導の目標設定 
ウ 指導方針・指導計画の作成と役割分担 
エ 実施・評価 

⑹ 保健室経営 
ア 保健室経営計画の作成・実施・評価・改善 
イ 保健室経営計画の教職員、保護者等への周知 
ウ 保健室の設備備品の管理 
エ 諸帳簿等保健情報の管理 
オ その他 

⑺ 保健組織活動 
ア 教職員保健委員会への企画・運営への参画と実施 
イ ＰＴＡ保健委員会活動への参画と連携 
ウ 児童生徒保健委員会の指導 
エ 学校保健委員会、地域学校保健委員会等の企画・運営への参画と実施 
オ 地域社会（地域の関係機関、大学等）との連携 
カ その他 

⑻ その他 
〇 児童生徒等心身の健康にかかわる研究  等 

 

４ 現代的な健康課題への対応における養護教諭の役割  
多様化・複雑化する児童生徒等が抱える現代的な健康課題については、専門的な視点

での対応が必要であり、養護教諭が専門性を生かし中心的な役割を果たすことが期待さ
れている。さらに、これらの健康課題に対応する取組は、学校における教育活動全体を
通じて行うことが必要であり、すべての教職員が連携して取り組むことが重要である。 
 課題解決に向けた児童生徒等の支援における４つのステップと養護教諭の役割は次
の図である。 
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 児童生徒等の健康課題を的確に早期発見し、課題に応じた支援を行うことのみならず、全
ての児童生徒等が生涯にわたって健康な生活を送るためには、規則正しい生活習慣を身に
付けるとともに、日常的に起こる健康課題やストレスに適切に対処できる力など、自らの心

ステップ１ ＜対象者の把握＞ 
１ 体制整備  
   養護教諭は、関係機関との連携のための窓口として、コーディネーター的な役

割を果たしていくことが重要である。 
２ 気付く・報告・対応  
   養護教諭は、日頃の状況などを把握し、児童生徒等の変化に気付いたら、管理

職や学級担任等と情報を共有するとともに、他の教職員や児童生徒等、保護者、
学校医等からの情報も収集する。児童生徒等の健康課題が明確なものについて
は、速やかに対応する。 

ステップ 2 ＜課題の背景の把握＞ 
１ 情報収集・分析  
   養護教諭は、収集・整理した情報を基に専門性を生かしながら、課題の背景に

ついて分析を行い、校内委員会に報告する。 
２ 校内委員会におけるアセスメント  
   養護教諭は、校内委員会のまとめ役を担当する教職員を補佐するとともに、児

童生徒等の課題の背景について組織で把握する際、専門性を生かし意見を述べ
る。 

ステップ３ ＜支援方針・支援方法の検討と実施＞ 
１ 支援方針・支援方法の検討  
   養護教諭は、健康面の支援については、専門性を生かし、具体的な手法や長期

目標、短期目標等について助言する。 
２ 支援方針・支援方法の実施  
   養護教諭は、課題のある児童生徒等の心身の状態を把握し、必要に応じ、健康

相談や保健指導を行う。 

ステップ 4  
＜児童生徒等の状況確認及び支援方針・支援方法等の再検討と実施＞ 

  養護教諭は、これまでの支援に基づく実施状況等について、児童生徒等の課題が
正確であったか、その他の原因は考えられないか、新たな要因が生じていないかな
ど、情報収集及び分析を行い、支援方針・支援方法を再検討するに当たり、児童生
徒等にとって有効なものになるか、専門性を生かし助言する。 
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身の健康の保持増進を図るために必要な知識・技能を身に付けることが必要である。また、
心身の健康にとって望ましい行動選択するために、自分自身を大切にすることや、物事を
様々な角度から考え判断すること、目標を決めて実現のために努力すること、家族や仲間と
良い人間関係を保つことが必要となる。 
 これらの「心身の健康に関する知識・技術」「自己有用感・自己肯定感（自尊感情）」「自
ら意思決定・行動選択する力」「他者と関わる力」を児童生徒等に育成するために、養護教
諭は教職員や学校医等の専門スタッフと連携し、学校において様々な取組を行うとともに、
家庭や地域における取組を促すことが求められている。 
 

参考・引用資料： 
「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援～養護教諭の役割を中心として～」 

                            文部科学省 平成 29 年３月 
「学校保健の課題とその対応－養護教諭の職務等に関する調査結果から－令和２年度改訂」 
                    公益財団法人 日本学校保健会 令和 3 年 3 月 

 

新型コロナウイルス感染症への対応における養護教諭の役割 

 新型コロナウイルス感染症の対応については、これまで以上に養護教諭の専門性が求め
られている。全国の学校で養護教諭は、従来の職務に加え感染症対策や児童生徒等の心のケ
ア等を、保護者・地域・関係機関と連携を図りながら、献身的に取り組んでいる。ここでは、
全国養護教諭連絡協議会が昨年度集約した各学校の状況と養護教諭が中心になって取り組
んでいる対策・対応について記載する。 
 

⑴ 保健情報の管理（情報の収集・分析）と提供 
・ 最新の知見の習得（通知文や「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛 

生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」等の読み込み）と情報提供  
・ 健康観察の集計と情報提供 
・ サーベイランスシステム（学校等欠席者・感染症情報システム）の入力  
・ 保健所への連絡 
・ 経過観察が必要な児童生徒等の経過記録 
・ 警戒が必要な場合（風邪罹患者増加や地域内での発症確認等）の啓発資料作成（児 

童生徒等向け、教職員向け、保護者向け） 
・ 県主催臨時研修（動画配信）の受講と教職員への還流報告資料作成 
・ 地域養護教諭研究組織での感染症対策実践上の情報交換、各種資料の共同作成 

⑵ 衛生管理と指導への取組 
・ 登校時の健康チェックの強化（役割分担、健康チェック表の作成、指導用資料作成、 

保護者向け協力依頼通知・資料づくり） 
・ 校内施設消毒計画づくり（実施方法、役割分担、消毒用薬剤等の購入）及び実施 
・ 担任・教科指導者・部活動顧問に対して、衛生管理への助言 
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・ 発症者・濃厚接触者（疑いを含む）が出た場合の対応（保健室のゾーニング、発熱 
や風邪症状の児童生徒等への対応を別室で行う等の対策、関係機関への報告） 

・ 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健衛生部局との連携の窓口 
⑶ 「学校の新しい生活様式」の具現化に向けての取組  

・ 授業・活動時の配慮事項や計画づくりでの感染症予防対策や資料作成、実践時の確 
認と実施後の振り返り・評価 

・ 校外学習等の実施計画作成への対応マニュアルづくり 
・ 「学校の新しい生活様式」理解推進への資料づくり（児童生徒等向け、保護者向け） 
・ ソーシャルディスタンス確保のための啓発掲示や表示作成 

⑷ 児童生徒等の体の変化への取組 
・ 体調不良を訴える児童生徒等の増加（夏季休業短縮による疲労の蓄積）とその対応 
・ 肥満の増加と個別指導（自粛による遊びや運動機会の減少、生活習慣の乱れの影響） 
・ スマホやゲームの長時間化による、生活習慣の乱れや視力低下への個別指導 

⑸ 児童生徒等の心のケアへの取組 
・ 注意が必要な児童生徒等についての学級担任との情報交換 
・ 児童生徒等と保護者対象の調査の実施及び、気になる児童生徒等の対応 
・ 発症者や濃厚接触者（疑いを含む）への心のケア及び誹謗中傷への予防対策と対応 
・ 登校しぶりや、教室にいられない児童生徒等の増加への対応 
・ 虐待事例の増加への対応 
・ スクールカウンセラーによる面談実施への各種調整 

 

 新型コロナウイルス感染症については、変異株の出現もあり、長期的な対応が求められる
状況にある。さらに、他のウイルスや新しいウイルスの出現による感染症の大規模な流行も
懸念される。今後も、感染症対策におけるより綿密な計画をはじめ、健康観察の強化、保健
室来室者への迅速かつていねいな対応、適切なゾーニングと対応、予防対策をとりながらの
健康診断や健康教育、心のケア等を、養護教諭の専門性を生かし引き続き実践していく必要
がある。 
 

一条校における保健衛生対策を外国人学校に適用させる上での課題 

〇 学校保健の中核的な役割を果たしている養護教諭を配置させることが、最も効果的で
あると考える。「外国人学校の保健衛生環境の実態調査」において、各種学校認可校や認
可外施設でも３割と少ない人数であるが、養護教諭の配置が見られた。一条校における養
護教諭の専門性と必要性を、国や自治体から広く知らせることにより、養護教諭の配置を
拡大させることが大切である。課題は、言語の問題や人件費等である。 

〇 養護教諭の配置がない場合、一条校において実施している養護教諭の保健衛生対策を、
担当者を明確にして実施することが望ましい。その際、国や自治体による情報提供と支援、
実施状況の調査と評価の実施が必要である。課題は、実施基準の設定と義務化である。 



東京薬科大学 薬学部
社会薬学研究室 北垣邦彦

学校保健とは
～子どもの安全・安心を確保するために～

Administrator
テキストボックス
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学校保健の構造
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学校保健安全法 学校教育法（学習指導要領）



学校保健法の改正の背景

メンタルヘルスに関する問題やアレルギー疾患

を抱える児童生徒等の増加

児童生徒等が被害者となる事件・事故・災害等

の発生

子どもの健康・安全に関する課題

の増加
学校における食育の推進（←学校給食法の改正）

学校保健法（昭和33年法律第56号）から
学校保健安全法（平成20年6月改正）へ



学校保健法の改正のポイント

目的の明確化

学校における保健管理に関し必要な事項

学校における安全管理に関し必要な事項

責任の明確化

国及び地方公共団体、学校の設置者、学

校及び学校長の責務



第三条 国及び地方公共団体は、相互に連携を図

り、各学校において保健及び安全に係る取組

が確実かつ効果的に実施されるようにするた

め、学校における保健及び安全に関する最新

の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置

その他の必要な施策を講ずるものとする。

２ 省略 ←安全に係る事項

３ 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準

じた措置を講ずるように努めなければならない。

学校保健に対する国及び地方公共団体の責務



第四条 学校の設置者は、その設置する学校の児

童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を

図るため、当該学校の施設及び設備並びに管

理運営体制の整備充実その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。

学校保健に関する学校の設置者の責務

第六条等、個別に責務が示されているものもある

← 学校（校長等）の責務と一緒に個別項目で説明



子どものための保健衛生の推進は、
現場任せでは困難？

方針を決定し、実施を支援する機関が不可欠

継続的な財政的支援

ガイドライン・法令の整備、その教育・研修

一条校では、国・設置者（教育委員会等）
がその役割を担っている。

いわゆる外国人学校の課題

学校と設置者が一体化？

支援体制の明確化が不可欠

多様な外国人学校の把握がその第一歩



学校における保健衛生の推進には体制整備も必要

校長（副校長等）

その他
教科指導部

（教務主任）

国語係

算数係

理科係

等

特別活動部

（教諭）

委員会活動係

クラブ活動係

児童会係

入学卒業式係

運動会係

等

保健安全部

（保健主事）

養護教諭

学校栄養教諭

給食主任

清掃係

避難訓練係

庶務・管理

（教頭）

庶務

事務

防火係

PTA係

職員会議
学校保健委員会

小学校の例

課題：外国人学校における人的負担をどうする？



学校保健に関する主な教職員の役割
•学校保健を重視した学校経営に関してリーダーシップを発
揮する校長

•学校保健と学校全体の活動に関する調整

•学校保健計画の作成

•学校保健委員会の運営等組織活動の推進 など
保健主事

•児童生徒等の養護をつかさどる

•学校保健推進の中心的な役割を担う

•学校三師等とのコーディネーター

•保健指導その他学校保健活動の実践 など

養護教諭

•学校医、学校歯科医、学校薬剤師

•保健管理に関する専門的な事項に関し、技術及び指導に従
事

学校三師

•児童生徒等へのカウンセリング

•教職員・保護者に対する助言・援助
スクールカウンセラー

•児童生徒等が置かれた様々な環境の問題への働きかけスクールソーシャルワーカー



課題

学校・設置者内だけで解決しようとし
すぎ

担当職員が抱え込みすぎ

地域の保健所、医師会・薬剤師会等
の活用
← 外国人学校に誰がつなぐ？

学校保健の人的負担軽減に向けて



学校における保健衛生で最も重要なこと

学校保健安全法 第5条（抜粋）

児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生

検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関

する事項について計画を策定し、これを実施しな

ければならない。

やるべきことをしっかり計画を立てて、
確実に実行すること



保健管理（対人管理）の構造

保
健
管
理

対
人
管
理

心身の管理

健康診断

健康観察、健康相談、保健指導

疾病予防、生活習慣の形成

救急処置

生活の管理
健康な生活の実践状況の把握及び指導

学校生活の管理



保健管理（対物管理）の構造

保
健
管
理

対
物
管
理

環境衛生管理

定期検査

臨時検査

日常点検

清掃・美化
学校環境の美化等情操面
への配慮



学校環境衛生の課題

学校環境衛生基準に規定されている全
ての検査項目を実施した学校の割合

全 国

東 京

36.6％

52.4％

一条校の現状を踏まえても外国人学校にお
いていきなり完全実施を求めるのは難しい

２０１９年度全国学校保健調査 （（公社）日本薬剤師会・学校薬剤師部会）

全国１位



学校環境衛生の課題

環境衛生に関する知識・認識の課題

法令遵守の課題

検査機器等の配備・整備（予算）に関する課
題

検査担当者に関する課題

相互に関連



水と空気は管理しないと安全とは言えな
い！ ← 中学生の学習内容

(ｲ) 飲料水や空気の衛生的管理

㋐ 飲料水の衛生的管理

水は，人間の生命の維持や健康な生活と密接な関わりがあり重要な役割 を果た
していること，飲料水の水質については一定の基準が設けられており，水道施設
を設けて衛生的な水を確保していることを理解できるようにするとともに，飲料水
としての適否は科学的な方法によって検査し，管理されていることを理解できるよ
うにする。

㋑ 空気の衛生的管理

室内の二酸化炭素は，人体の呼吸作用や物質の燃焼により増加すること，そのた
め，室内の空気が汚れてきているという指標となること，定期的な換気は室内の
二酸化炭素の濃度を衛生的に管理できることを理解できるようにする。

また，空気中の一酸化炭素は，主に物質の不完全燃焼によって発生し，吸入する
と一酸化炭素中毒を容易に起こし，人体に有害であることを理解できるようにす
るとともに，そのために基準が決められていることにも触れるようにする。

中学校学習指導要領解説 保健体育編
（平成29年7月 文部科学省）



新型コロナウイルスについて学校
が知りたいこと

①

②







最新版



皆さん一人ひとりです！

学校環境衛生活動の課題解決に向けて

安全に関する知識の不足・認識の甘さ

学校は、子供の生活の場！

事故等は、現場（学校）でおきる！

子供を守れるのは、現場の人間（教職員）のみ！

当事者意識をもとう！

誰が？



緊急課題に場当たり的に対応するだけでいいのか？

→平時からの対応（準備・実施）が大切！

これまでも、これからも新たな課題が生まれてくる

→ 迅速かつ適切な対応を求められ、実施してきた（してい
くことになる）！

• シックハウス（室内空気汚染）問題

• 農薬使用

• 微小粒子状物質（ＰＭ２.５）

• 食物アレルギー

• 放射能 など





判断や行動に影響
•情報の取捨選択の重要性

•個人の価値観が異なることへの理解

正しく恐れるために
誰もができること



参考



健康観察のフローチャート



資料３ 

今後のスケジュール（案） 
 
 
第５回 ９月２９日（水）１１：００～１２：３０（今回） 

 ○外国人学校の保健衛生環境に関する令和４年度概算要求について 

 ○外国人学校の保健衛生に関する追加調査の実施について 

 ○有識者ヒアリング 

 

第６回 １０月２５日（月）１０：３０～１２：００（予定） 

○有識者ヒアリング 

○外国人学校の保健衛生に関する追加調査の結果報告 

 

第７回 １１月２４日（水）（午前中１時間半程度を予定） 

 ○有識者ヒアリング 

 ○最終とりまとめ骨子（案）について議論 

 

第８回 １２月２２日（水）（午前中１時間半程度を予定） 

○最終とりまとめ（案）について議論 
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